
１．高齢者医療制度の見直し等について



 現行の高齢者医療制度について 

制度の概要 

○ 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、 
  ７５歳以上の高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度を平成２０年４月から施行。  
 

○ 併せて、６５歳～７４歳の高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するため、保険者間の 
  財政調整の仕組みを導入。 

後期高齢者医療制度の仕組み 

被保険者 
（７５歳以上の者） 

各医療保険（健保、国保等）の被保険者 
（０～７４歳） 

＜一括納付＞ 

【全市町村が加入する広域連合】 

医療保険者 
健保組合、国保など 

年金から 
天引き 

口座振替・ 
銀行振込等 

保険料 

＜交付＞ 

社会保険診療 
報酬支払基金 

患者 
 

負担 

公費（約５割）６.１兆円 
〔国：都道府県：市町村＝４.１兆円：１.０兆円：１.０兆円＝４：１：１〕 

高齢者の保険料 ０.９兆円 
約１割[軽減措置等で実質約7％程度] 

後期高齢者支援金（若年者の保険料） ５.５兆円 
約４割 

後期高齢者の心
身の特性に応じ
た医療サービス 

 

＜対象者数＞  
 ７５歳以上の高齢者 約１,５００万人 
 

＜後期高齢者医療費＞  
１４.２兆円（平成２４年度予算案ベース） 
  給付費 １３.１兆円   
      患者負担１.１兆円 
 

＜保険料額（平成２３年度）＞  
  全国平均 約５,２５０円／月    
  ※ 基礎年金のみを受給されている方は 
    約３５０円／月 
 

＜支援金内訳＞ 
協会けんぽ    １.６兆円 
健保組合    １.５兆円 
共済組合    ０.５兆円 
市町村国保等 １.９兆円 



１．７０～７４歳の方の患者負担の見直し（１割→２割への引き上げ）の凍結 
  
 

２．低所得者に対する保険料の軽減 
  所得が低い方について均等割の９割軽減・８.５割軽減及び所得割の５割軽減措置を実施 
 

３．被用者保険の被扶養者であった方の均等割９割軽減措置 
  

４．保険料の年金からの支払いに係る改善 
  平成２１年度から口座振替による支払いと年金からの支払いとの選択制を実施 

前期高齢者に係る財政調整の仕組み 

 

 ＜対象者数＞  
 ６５～７４歳の高齢者  
 約１,４００万人 
 

 ＜前期高齢者給付費＞  
 ５.９兆円  
（平成24年度予算案ベース） 
  

市町村国保等 

４.９兆円 

協会 
けんぽ 

健保 
組合 
０.３ 
兆円 

１７％ 

０.６兆円 

３７％ ６３％ 

共済 
０.５兆円 

(900万人) 

健保組合 協会けんぽ 市町村国保等 
２.２兆円 

（3,900万人） 
１.８兆円 

（3,500万人） 
１.４兆円 

（２,９00万人） 

共済 
0.1兆円 

 
 

８３％ 

制度の追加措置 

○ 制度の円滑な運営のため、以下の措置を追加実施。 

【調整前】 

【調整後】 

納付金 協会けんぽ １.２兆円、健保 １.１兆円、共済 ０.４兆円 

交付金 市町村国保等２.７兆円 

７５歳未満の加入者数 
に応じて負担 



後期高齢者医療制度の財政の概要（２４年度予算（案）） 

国調整交付金 
（８％） 

 １．０兆円 
 

定率都道府県負担 
 （８％） 

 １．０兆円 

 ○高額な医療費の発生による後期高齢者医
療広域連合の財政リスクの緩和を図るため、
レセプト１件当たり８０万円を超える医療
費の部分について、国及び都道府県が１／
４ずつ負担する。 

○普通調整交付金（全体の９／１０） 
 広域連合間の被保険者に係る所得の格
差による財政力の不均衡を調整するため
に交付する。 

 
○特別調整交付金（全体の１／１０） 
 災害その他特別の事情を考慮して交 
 付する。 

調整交付金（国） 

高額医療費に対する支援 

５３％ ４７％ 

（２４％） 

 ３．１兆円 

定率国庫負担 

医療給付費等総額：１３．１兆円 

 
保険料 

０．９兆円 
 

支援金 
   （４０％） 支援金 

（４２％） 
 

５．５兆円 

○保険料未納リスク、給付増リスク及び 
 保険料の上昇抑制に対応するため、  
 国・都道府県・広域連合（保険料）が  
 １／３ずつ拠出して、都道府県に基金 
 を設置し、貸付等を行う。 
 

財政安定化基金 

都道府県単位の広域連合 

高額医療費に対する支援 

 
① 現役並み所得を有する高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっていることから、公費負担割合は４７％となっている。 
② 市町村国保及び協会けんぽの後期高齢者支援金には、別途各々５０％、１６．４％（加入者割部分に限る）の公費負担がある。 
  

特別高額医療費共同事業 
 ○著しい高額な医療費の発生による財政影響

を緩和するため、各広域連合からの拠出金を
財源として、レセプト１件当たり４００万円
超の医療費の２００万円超の部分について、
財政調整を行う。 

事業規模 ０．２兆円程度 

事業規模 ０．２兆円 

事業規模  ２３億円 

定率市町村負担 
 （８％） 

 １．０兆円 

○保険基盤安定制度 
・低所得者等の保険料軽減 
（均等割７割・５割・２割軽減 
      及び被扶養者の５割軽減） 
＜市町村１／４・都道府県３／４＞ 
 
○制度施行後の保険料軽減対策〈国〉 
・低所得者の更なる保険料軽減 
（均等割９割、８．５割 
      及び所得割５割軽減） 
・被扶養者の９割軽減 
＜４割軽減分；国＞ 
 
  事業規模 ０．３兆円程度 

保   険   基   盤   安   定   制   度 
 制度施行後の保険料軽減対策 

２４年度予算（案）ベース 

公 費 



○   後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上の方も現役世代と同様に国保か被用者保険に加入することとした上で、①公費・
現役世代・高齢者の負担割合の明確化、  ②都道府県単位の財政運営といった現行制度の利点はできる限り維持し、より良
い制度を目指す。 

○  長年の課題であった国保の財政運営の都道府県単位化を実現し、国民皆保険の最後の砦である国保の安定的かつ持続
的な運営を確保する。  

 Ⅱ 新たな制度の具体的な内容 
 

 １．制度の基本的枠組み 
 ・後期高齢者医療制度は廃止し、地域保険は国保に一本化。 
 
 ２．国保の運営のあり方 
・第一段階（平成25年度）で75歳以上について都道府県単位の
財政運営とし、第二段階 （平成30年度） で全年齢について都
道府県単位化。 

・都道府県単位の運営主体は、「都道府県」が担うことが適当。 
・「都道府県」は、財政運営、標準保険料率の設定を行い、「市
町村」は、資格管理、保険料の賦課 ・ 徴収、保険給付、保健
事業等を行うといった形で、 分担と責任を明確にしつつ、  共
同運営する仕組みとする。 

 

 ３．費用負担 
  

 （１）公費 
 ・75歳以上の医療給付費に対する公費負担割合について、実

質47％から50％に引き上げる。 
 （現在は、現役並み所得を有する高齢者の医療給付費には
公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担とな
っている。） 

 

   

Ⅰ 改革の基本的な方向 

        新制度のポイント（高齢者医療制度改革会議「最終とりまとめ」<平成22年12月20日>より） 

・さらに、定期的に医療費の動向や社会経済情勢等を踏まえな
がら、公費のあり方等を検討する仕組みとし、これを法律に明
記する。 

 

 （２）高齢者の保険料 
・国保に加入する75歳以上の保険料は、同じ都道府県で同じ所
得であれば原則として同じ保険料とし、その水準は、医療給付
費の１割程度とする。 

・高齢者の保険料の伸びが現役世代の保険料の伸びを上回る
構造を改め、より公平に分担する仕組みとする。 

・75 歳以上の方に適用されている低所得者の保険料軽減の特
例措置  （均等割の9割 ・ 8. 5割軽減、所得割の5割軽減） は、
段階的に縮小する。 

  

 （３）現役世代の保険料による支援金 
・被用者保険者間の支援金は、 各保険者の総報酬に応じた負 
担とする。 

 

 （４）患者負担 
・70歳から74歳までの患者負担は、個々人の負担が増加しない
よう、70歳に到達する方から段階的に本来の2割負担とする。 



○ 加入する制度を年齢で区分することなく、被用者である高齢者の方や被扶養者は被用者保険に、これ ら 
 以外の地域で生活している方は国保に、それぞれ現役世代と同じ制度に加入するものとする。 
 

○ 高齢者も現役世代と同じ制度に加入することにより、年齢による差別と受け止められている点を解消する。 
 また、世帯によっては、保険料・高額療養費等の面でメリットが生じる。 

７５歳 

国 保 
（３,６００万人） 

被用者保険 
（７,４００万人） 

後期高齢者医療制度 
 
 

＜現行制度＞ 

＜加入する制度を年齢で区分＞ 

＜新制度＞ 

国 保 被用者保険 

＜加入する制度を年齢で区分しない＞ 

制度の基本的枠組み、加入関係 

１,２００万人 ２００ 
万人 

保険料は
世帯主が
まとめて 
納める 

被扶養者
について
は被保険
者全体で
保険料を
負担する 

１,４００万人 



○ 低所得の加入者が多く、年齢構成も高いなどの構造的問題を抱える国保については、財政基盤強化策や収納率向上に向け 
 た取組に加え、今後の更なる少子高齢化の進展を踏まえると、保険財政の安定化、市町村間の保険料負担の公平化等の観点 
 から、国保の財政運営の都道府県単位化を進めていくことが不可欠。 
 

○ また、新たな仕組みの下では、多くの高齢者が国保に加入することとなるが、単純に従前の市町村国保に戻ることとなれば、 
 高齢者間の保険料格差が復活し、多くの高齢者の保険料が増加する。 
 

○ このため、新たな制度では、まず第一段階において、75歳以上について都道府県単位の財政運営とする（都道府県を運営 

 主体とするのが意見の大勢）。 
 

○ 75歳未満については、現在、市町村ごとに保険料の算定方式・水準が異なることから、一挙に都道府県単位化した場合に 
 は、国保加入者3,600万人の保険料が大きく変化することとなるため、都道府県が策定する「広域化等支援方針」に基づき、保 

 険料算定方式の統一や保険財政共同安定化事業の拡大などの環境整備を進めた上で、第二段階において、期限を定めて全 
 国一律に、全年齢での都道府県単位化を図る。 

<第一段階> 

75歳 

都道府県単位
の財政運営に
向けた環境整備
を進める 

国 保 被用者保険 

都道府県単位の 
財政運営 

<第二段階> 

国 保 被用者保険 

全年齢を対象に 
都道府県単位の 
財政運営 

<現行制度> 

国 保 被用者保険 

独立制度による 
都道府県単位の財政運営 

（運営主体：広域連合） 

75歳 

市町村単位の
財政運営 

・財政基盤 
 が弱い 
・保険料が 
 バラバラ 

国保の財政運営の都道府県単位化 



Ⅰ 社会保障改革の全体像 
 １ 社会保障改革の基本的考え方 ～「中規模・高機能な社会保障」の実現を目指して  
 ③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行う。  
 ＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 
 Ⅱ  医療・介護等  
  ○  保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重 
    点化などを図る。 
   d) その他 
    ・ 高齢者医療制度の見直し（高齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み、 
     支援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど） 

社会保障・税一体改革成案（抄） 
（平成23年６月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定） 

社会保障改革の具体策、工程及び費用試算（抜粋） 

  ・高齢者医療制度の見直し（高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏 
   まえ、高齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み、支 
   援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど） 

○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能
の強化・給付の重点化、逆進性対策 

 
 

税制抜本改革ととも
に、2012年以降速
やかに法案提出 
 
 
  順次実施 

Ⅱ
医
療
・
介
護
等
②
 

所要額（公費） 
２０１５年 

充実 
（金額は公費（2015年）） 

重点化・効率化 
（金額は公費（2015年）） 

所要額（公費） 
２０２５年 工程 A B C D E 

a ・b ・ｃ（略） 

総合合算制度 
～０．４兆円程度 

ｄ その他  
・総合合算制度（番号制度等の情報連携
基盤の導入が前提） 
・低所得者対策・逆進性対策等の検討 

・後発医薬品の更なる使用促進、医薬品
の患者負担の見直し（医薬品に対する患
者負担を、市販医薬品の価格水準も考
慮して見直す） 
・国保組合の国庫補助の見直し 



 ４．高齢者医療制度の見直し 

 高齢者医療制度の見直しについては、高齢者医療制度改革会議において平成22年12月に最終とりまとめが行われたが、成案において、
「高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み、支援金の総報酬割導入、
自己負担割合の見直しなど」を行うとされていることを踏まえ、検討を行った。 
 

○ 高齢者医療制度の見直しは、市町村国保の都道府県単位化を含め、最終とりまとめにおいて示された方針に沿って着実に行っていくべき
との意見があった。 

 

○ 他方、最終とりまとめに沿って後期高齢者医療制度を廃止しても、運営上の年齢区分は残ること、高齢者間に新たな不公平が発生するこ
と等の問題がある、同制度は既に定着しており、拙速に新制度に移行して混乱を招くことがないよう、現行制度の改善により安定的な運営
に努めるべきとの意見があった。 

 

○ 後期高齢者医療制度の先行きに関する被保険者や現場の不安を解消するため、可能な限り速やかに将来に向けた方針が示され、充分
な準備期間をもって迅速に実行される必要があるとの意見があった。 

 

○ 高齢者医療に関する国民の理解を得ていくため、また、現役世代による負担の増大を抑制するため、後期高齢者医療制度や前期高齢者
の財政調整に対する公費拡充が必要であるとの意見が大勢を占めた。 

 

○ 後期高齢者支援金については、被用者保険における負担の公平の見地から、また、協会けんぽに対する緊急的な措置として、全面総報
酬割を早急に実施すべきとの意見があった。他方、総報酬割は高齢者医療制度の見直し全体の中で行うべきであり、これのみを抜き出して
実施することは不適当との意見があった。 

 

○ 70～74歳の方の患者負担割合については、現行法上、２割負担と法定されている中で、毎年度約2000億円の予算措置を講ずることにより、
１割負担に凍結されているところ、最終とりまとめにおいて、個々人の負担が増加しないよう配慮するとともに、現役世代の保険料負担の増
加にも配慮し、70歳に到達する方から段階的に本来の2割負担とする旨が提案されていることを踏まえ、議論を行った。 

 

○ 70～74歳の患者負担については、世代間で不公平が生じている状況を踏まえ、法律上2割負担とされていることを尊重する観点からも、速
やかに法定割合に戻すことが適当とする意見が多かった。なお、一部の委員からは、日本の患者負担割合は国際的に見て高水準にある中
で、患者負担割合は1割のままとすべきとの意見もあった。 

 

○ 最終とりまとめに盛り込まれている後期高齢者負担率の見直しは、高齢者の負担を軽減する一方で、現役世代にとっては負担増であるこ
とから、これを実施する場合には、現役世代への経済的支援をあわせて行うべきとの意見があった。 

 

○ 前期高齢者納付金の算定上、保険者の負担が過大にならないように設けられている前期高齢者加入率の下限を引き下げるべきとの意見
があった一方、その見直しを行うのであれば、高齢者医療制度の見直し全体の中で検討すべきとの意見があった。 

議論の整理（抄） 
平成23年12月6日 社会保障審議会医療保険部会 

 


